
○子どもができた女性の正社員の望ましいライフコース（n＝504）   

（単位：％）  

育休等取得後もフルタイムで働く  

育休等取得後短時間からフルタイム   

退職した後再就職してフルタイム  

退職した後パートや派遣等  

退職した後仕事を持たない  

その他  

よくわからない   

0．010．0 20．0 30．0 40．0 50．0 60．0 70．0 80．0 90．0  

■育休取得者総計  ロー般組合員総計   

注1）調査対象は「電機連合直加盟133組合の組合員（年齢等の指定なし）」。   

注2）「育休取得者」は「過去5年以内に育児休業から復職した組合員」  

出典：電機連合「仕事と生活の調和に関する調査結果」（平成19年）  

○子を持つ無業の女性が希望する1週間の労働時間  

末子年齢別：希望する1週間の労働時間   

4～6歳  

7～9歳   

10－12歳  

0％  10％   20％   30％   40％   50％   60％   70％   80％   90％  100％  

■20時間未満●20～30時間未満ロ30～40時間未満ロ40時間以上   

注1）（株）UFJ総合研究所「わが国の労働市場における各種制約と再就業に与える影響に関  

する調査研究報告書」（内閣府委託平成17年）より作成。   

注2）UFJ総合研究所で再集計したものである。   

注3）末子が4歳以上小学校までの子どもをもつ無業の女性を対象としている。  

出典：内閣府「男女共同参画白書」（平成18年）   



○育児のための短時間勤務制度の利用意向（男性n＝752、女性n＝801）  

（単位：％）  

男性  
3歳未満の子ど  

もあり  
女性  

男性  
3歳～小学校就学  

前の子どもあり  
女性   

小学校以上の子   

どもあり  

子どもなし  

0  10  20  30  40  50  60  

■現在利用している  ■利用したいと思う  ロ利用したいと思わない  

臼利用する必要がない 四わからない  □無回答  

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（集計中）  

○育児のための短時間勤務制度の利用意向一配偶関係別（従業員調査）  

利用し  
現在利  

たいと  
利用す  

調査数  用して  
わから  

る必要  無回答   
（∩）   思わな  ない  

いる   思う  がない  
い  

全体   1553   100．0   6．8   42．0   17．4   15．9   16．2   1．6   

共働き   862  100．0   12．2   46．4   13．5   14．6   12．2   1．2   

夫婦とも残業あり   410  100．0   9．0   53．9   1～．2   13．2   10．0   1．7   

配偶者だけ残業あ  
216   100．0   29．6   42．1   7．4   13．0   7．4   0．5   

リ  

自分だけ残業あり   158  100．0   0．0   36．7   22．8   22．2   17．7   0．6   

夫婦とも残業なし   47   100．0   8．5   31．9   17．0   17．0   23．4   2．1   

無職の配偶者   351   100．0   0．0   29．6   34．2   12．8   21．7   1．7   

独身   332  100．0   0．0   44．3   9．9   22．3   21．1   2．4   

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（集計中）  
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○職場の子育て支援に対するニーズ（利用したい・利用したかったサービス）（複   

数回答）  

正社員のままでの短時間勤務  

子どもの看譲のための休暇  

フレックスタイム制度  

子どもの学期に合わせた勤務制度  

妊娠中の特別休暇や短時間勤務  

週に2－4日の勤務制度  

半日や時間単位の有給休暇  

法定以上の期間の育児休業  

在宅勤務  

始業・終業時刻の繰上げ繰下げ制度  

所定外労働の免除   

一時的にハ℡－トになっても正社鼻に戻れる制度  

法定を上回る父親の出産休暇  

育児休業の分割取得  

再雇用制度  

転勤の免除等の配慮  

その他  

いずれもない  

女性：∩＝1，276．   

男性：∩＝1，228  

30．0  40．0  50．0  60．0％  0．0  10．0    20．0  

出典＝こども未来財団「企業における仕事と子育ての両立支援に関する調査研究報告」（平成19  

年度：）  

○勤務形態から見る仕事と生活時間のバランスの満足度  

交
替
．
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時
間
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始
就
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時
間
一
定
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レ
ッ
ク
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タ
イ
ム
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務
 
 

■満足している暮どちらともいえないロ満足していない  

出典：電機連合「仕事と家庭の生活の調和に関する調査」（平成19年）  
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○育児のための勤務時間短縮等措置の制度の有無・措置の種類別事業所割合  

勤務時  育児の  

間短縮  育児に  
勤務時  

場合に  
ニ＝＝▲一〝＝  

総    等の措  
等の措  

計  置の制  勤務制  きるフ  刻の繰  労働の  内託児  経費の  
置の制  

度あり  レツク  
度なし   

（M．A．）   スタイ  

ム制度   
業  

【総計】   

100．0  41．6  31．4   5．8   18．5  23．2   1．0   1．7   9．3   58．4  0．0  

（100．0）  （75．4）  （13．9）  （44．6）  （55．8）  （2．3）  （4，2）  （22．5）   

【事業所規模】  

500人以上  100．0  16．2  36．9   4．9  

（100．0）  （74．4）  （23．4）  （40．4）  （68．1）  ●（8．5）  （17．1）  （38．8）  

100．0  5．5   21．7  
100～499人  

（100．0）  （77．5）  （17．6）  （46．6）  （60．4）  （6．9）  （7．0）  （29．0）  

100．0  7．7   25．0  33．2   1．3   2．1   41．1  0．1  
30・－99人  

（100．0）  は0．3）  （13．1）  （42．5）  （56．5）  （2．1）  （3．5）  （23．9）  

100．0  27．5   5．1   16．7  20．5  ＿」0．7   1．5   8．0  62．9  
5′－29人  

（100．0）  （74．．0）  （13．7）  （45．0）  （55．2）  ■（1．9）  （4．0）  （21．5）  

100．0   9．0  27．3  36．3   2．1   2．9   37．0   0．1  
30人以上（再掲）  

（100．0）  （79．5）  （14．3）  （43．4）  （57．7）  （3．4）  （4．6）  （25，4）   

事業所総数＝100．0％  

出典：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成17年）  
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○育児のための短時間勤務制度を利用する理由一性別（従業員調査）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

勤務時間が短縮できる分、  
子どもと一緒にいられる時間が増えるから  

保育園、学童クラブ、両親等に預けられる時間が  
限られているから  

勤務時間の短縮分の賃金が減額されることで、早く帰宅すること  
に対して周囲の同僚専の理解を得やすくなると思うから  

勤務時間が短いため、体力の消耗が少ないから  

短時間勤務制度を利用すれば、  
急な残業等を命じられることがなくなるから  

その他  

わからない  

注1）育児のための短時間勤務制度を「現在利用している」または「利用したいと思う」と回答  
した従業員について。  

注2）複数回答  

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（集計中）  

○育児のための短時間勤務制度の、対象となる子の上限年齢（企業調査）  

■1歳まで  臼1歳半まで  田3歳まで  ■小学校就学前まで 臼小学校3年生まで  

ロ小学校卒業まで  日中学生以上  向上限なし  ■無回答  

20％  40％  60％  80％  100％   

注：育児のための短時間勤務制度が「制度（規定）としてある」または「運用としてある」企業  

について。  

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（集計中）  
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○職種別にみた短時間勤務制度の導入しやすさ（企業調査）  

■導入できる由ほとんど導入できるロー部導入できる□導入できない田無回答  
「導入できるj計   

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

注：該当する職種がある企業について（「該当する職種がない」と回答した企業を分母から除外）。  

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（集計中）  

○仕事内容が短時間勤務になじむか一職種別（従業員調査）  

「なじ  「なじま  

む」計  ない」計  

■非常になじむ■ややなじむ□あまりなじまない口まったくなじまない訂無回答  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

専門・技術職  
n＝157  

29．9   68．8  

37．0   62．0  

54．7   43．6  

32．0   68．0  

生産・技能職  
n＝95  26，3   70．5  

注：販売職（20人）こサービス職（35人）、保安・運輸・通信職（24人）、その他（27人）はサ  
ンプル数が少ないので表示していない。  

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（集計中）  
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○育児のための短時間勤務を開始したときの子どもの年齢（短時間勤務で復帰   

した方）  

（単位：％）  

（
U
 
O
 
O
 
O
 
 

【
J
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 1

歳
～
1
歳
6
ケ
月
未
満
 
 

6
ケ
月
未
満
 
 

6
ケ
月
～
1
歳
未
満
 
 
 

1
歳
6
ケ
月
～
2
歳
未
満
 
 

2
歳
～
3
歳
未
満
 
 

3
歳
以
上
 
 
 

ロ育休取得者計（∩＝288）  

中央値1．17歳  

平均値1．22歳  

注）短時間勤務を開始したときの子どもの年齢の中央値は1．17歳、平均値は1．22歳。  

出典：電機連合「仕事と生活の調和に関する調査結果」（平成19年）  

○ 育児のための短時間勤務期間（短時間勤務で復帰した方）   （単位：％）  

1
年
～
1
年
6
ケ
月
未
満
 
 

3
ケ
月
～
6
ケ
月
未
満
 
 

6
ケ
月
～
1
年
未
満
 
 
 

1
年
6
ケ
月
～
2
年
未
満
 
 

3
ケ
月
未
満
 
 

2
年
～
3
年
未
満
 
 

3
年
以
上
 
 
 

ロ育休取得者計（n＝288）  

中央値1．17年  

平均値1．40年   

出典：電機連合「仕事と生活の調和に関する調査結果」（平成19年）  
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○育児のための短時間勤務による短縮後の勤務時間  

（単位：％）  

0
 
 
 
 
 
0
 
 

6
時
間
～
6
時
間
半
 
 

7
時
間
～
7
時
間
未
満
 
 

7
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～
8
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間
未
満
 
 

5
時
間
～
6
時
間
未
満
 
 
 

6
時
間
半
～
7
時
間
未
満
 
 

8
時
間
以
上
 
 

5
時
間
未
満
 
 

口育休取得者計（n＝288）  

中央値6．25  

平均値6．23  

出典：電機連合「仕事と生活の調和に関する調査結果」（平成19年）  

【在宅勤務について】  

○育児のための在宅勤務制度の利用意向一性別（従業員調査）   

■現在利用している■利用したいと思う口利用したいと思わない四利用する必要がない田わからない田無回答  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（集計中）  
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○育児のための在宅勤務制度の適用制限（企業調査）  

0  10  20  30  40  50  
60（％）  

職種  

上司の承認  

職務能力  

勤続年数  

自宅の通借環境   

業務で取扱っている情報の種類  

職場の場所（通勤時間）  

その他  

特に制限を披けていない  

無回答  

注1）育児のための在宅勤務制度が「制度（規定）としてある」または「運用としてある」企業  
について。  

注2）複数回答。   

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（集計中）   

○育児のための在宅勤務制度を導入していない理由（企業調査）  

0  20  40  60  80（％）  

在宅勤務になじまない業務が多い   

育児中の人等、制度の対象となる従業員が少ない  

制度の対象となる従業員はいるが、在宅勤務のニーズ  
がない  

在宅勤務を認めると勤務管理が煩雑になる  

他の従業員の負荷が高まる  

その他  

無回答   

注1）育児のための在宅勤務制度を導入していない企業について。  
・注2）複数回答。  

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（集計中）  
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○在宅勤務制度の導入しやすさ（企業調査）  

■導入できる覇ほとんど導入できるロー部導入できるロ導入できないⅢ無回答  

0％  20％  40％  60％  80％  100％ r中人できる」l十  

専門職・技術職   
n＝594 3．4  28．8  

23．7  

38．0  

23．4  

16．7  

17．了  

12．6  

注）該当する職種がある企業について（「該当する職種がない」と回答した企業を分母から除外）。  
出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（集計中）   

○仕事内容が在宅勤務になじむか一職種別（従業員調査）  

■非常になじむ■ややなじむ□あまりなじまない□まったくなじまない盈無回答  
「なじ  「なじま  

0％  20％  40％  60％  8肪  100％む」計  ない」計  

寺門・技術職  
∩＝157  27．4   72．0  

18．5   79．3  

16．0   81．6  

18．4   80．6  

生産・技能職  
n＝95  

2．1  95．8  

注）販売職（20人）、サービス職（35人）、保安・運輸一通信職（24人）、その他（27人）は  

サンプル数が少ないので表示していない。  

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（集計中）  
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